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独立行政法人の評価に関する指針（抄）

Ⅱ 中期目標管理法人の評価に関する事項

６ 評価の方法等

（２）評価の視点

別途総務省行政管理局長が示す「目標策定の際に考慮すべき視点」等

を参考にし、業務の質の向上、業務の効率化、財務内容の改善等の観点

から、それぞれの業務の特性に応じた評価の視点を設定し、法人に対し

て業務運営の改善等を促すような評価を行う。

Ⅲ 国立研究開発法人の評価に関する事項

６ 評価の方法等

（２）評価の視点等

① 研究開発に係る事務及び事業に関する評価

ⅵ 法人に共通的なマネジメントに係る評価の視点

公費を基盤として活動する法人として共通的なマネジメント（政

府方針、財務状況、保有資産の管理・運用、人件費管理、契約、関

連法人等）に係る評価については、中期目標管理法人に対して示さ

れているものと同様の評価の視点を踏まえて評価することを基本と

する。

ただし、例えば、知的財産の管理、給与水準、人件費、契約、運

営費交付金債務に係る事項等、「研究開発成果の最大化」とも関連

する事項については、研究開発の特性、国立研究開発法人のミッシ

ョン、業務の特性等を踏まえて別途適切な評価の視点を設定するな

ど、「研究開発成果の最大化」という第一目的をも踏まえ、「適正、

効果的かつ効率的な業務運営」と「研究開発成果の最大化」の両立

の実現に資するという観点を十分に考慮に入れて評価を行う。

② 研究開発以外の事務事業に関する評価

別途総務省行政管理局長が示す「目標策定の際に考慮すべき視点」

等を参考にし、業務の質の向上、業務の効率化、財務内容の改善等の

観点から、それぞれの業務の特性に応じた評価の視点を設定し、法人

に対して業務運営の改善等を促すような評価を行う。
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